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児童の教科書等の学用品の持ち帰りについて 

 

 

陽春の候、保護者の皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は本校教育活動にご支援・ご協力をいただきありがとうございます。 

さて、枚方市では国が推進する GIGA スクール構想に伴い、一人一台タブレット端末を

児童生徒に配付し、授業や家庭学習での活用を進めているところです。しかし、毎日の登

下校の荷物が、タブレット端末に加えて、授業で用いる教科書やその他教材、学用品や体

育用品などが過重になることが懸念されています。 

そこで、本校では、下記のように、家庭学習に必要な学用品のみを毎日持ち帰ることと

いたします。 

 

 

記 

 

 

1. 毎日持ち帰るもの 

① タブレット端末（iPad） 

② 宿題で必要な教科書やノート、ドリル教材 

※それ以外の教科書やノート、ドリル教材等は教室に置いて帰ります。 

③ 連絡袋や筆箱など、毎日の家庭学習や家庭連絡で必要なもの。 

④ その他、学級担任が必要と認めるもの。 

 

2. その他 

① 文部科学省 事務連絡「児童生徒の携行品にかかる配慮について」も参考にし

てください。（下の QR コードから開くことができます） 


